
塀
や
瓦
な
ど
の
が
れ
き
に
つ
い

て
は
、
市
の
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー

（
千
鳥
15
番
地
２


３
８
１
―

５
３
０
０
）
に
ご
自
分
で
持
ち
込
め

ば
無
料
で
引
き
取
り
ま
す
。

泥
に
つ
い
て
は
家
の
前
の
道
路

ま
で
出
し
て
あ
れ
ば
、
時
間
が
か
か

っ
て
も
必
ず
市
が
回
収
し
ま
す
。

１

で
き
れ
ば
片
付
け
る
前
に
写

真
を
撮
っ
て
お
く
（
①
こ
わ
れ
た
ブ

ロ
ッ
ク
の
様
子
②
家
の
全
体
③
表

札
が
見
え
る
よ
う
な
も
の
）

２

片
付
け
た
残
骸
は
残
し
て
お

く
。
処
分
し
て
し
ま
わ
ず
、
片
隅
に

で
も
積
み
重
ね
て
お
く
。

３

保
険
証
を
と
り
だ
し
て
電
話

す
る
（
１
～
２
万
円
で
も
補
償
す
る

商
品
も
あ
り
ま
す
）

※
保
険
会
社
に
よ
っ
て
違
い
が
あ

り
ま
す
。

①
当
面
３
月
19

日
か
ら
22

日
ま

で
浦
安
市
文
化
会
館
１
階
ロ
ビ
ー

で
住
宅
相
談
窓
口
が
開
設
さ
れ
て

い
ま
す
。
対
応
は
（
社
）
千
葉
県
建

築
士
事
務
所
協
会
市
川
・
浦
安
支

部
、
（
社
）
千
葉
県
建
築
士
会
市
川

支
部
で
す
。
23
日
以
降
に
つ
い
て

は
未
定
で
す
。
お
問
い
合
わ
せ
下
さ

い
。

②
市
の
建
築
指
導
課
で
申
請
が
あ

れ
ば
危
険
度
判
定
を
し
て
い
ま
す
。

※
電
話
が
つ
な
が
り
に
く
い
場
合

は
各
議
員
に
ご
連
絡
下
さ
い
。

被
害
に
あ
わ
れ
た
皆
さ
ん
へ
、

心
よ
り
お
見
舞
い
申
し
上
げ
ま

す
。日

本
共
産
党
市
議
団
は
、
皆
さ

ん
の
声
を
、
市
の
災
害
対
策
本
部

や
担
当
課
を
始
め
、
関
係
各
機
関

に
す
ぐ
に
届
け
て
い
ま
す
。
ご
遠

慮
な
く
な
ん
で
も
ご
要
望
を
各
議

員
に
お
寄
せ
下
さ
い
。
フ
ァ
ッ
ク

ス
や
メ
ー
ル
も
ご
活
用
下
さ
い
。

す
ぐ
に
か
け
つ
け
ま
す
。

ま
た
各
議
員
に
毎
日
示
さ
れ
る

市
の
対
策
本
部
等
か
ら
の
情
報
も

お
知
ら
せ
し
て
い
ま
す
。

元
木
美
奈
子
事
務
所
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井
原
め
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元
木
美
奈
子

市
域
の
３
分
の
２
が
埋
立
地
の
浦
安
。
11
日
の
東
日
本
大
震
災
で
液
状

化
に
よ
り
、
家
屋
や
電
柱
が
傾
き
、
ガ
ス
管
、
水
道
管
や
下
水
道
管
が
い
た

る
と
こ
ろ
で
損
傷
し
、
ト
イ
レ
も
ガ
ス
も
使
え
な
い
、
水
が
出
な
い
と
い
う

深
刻
な
被
害
状
況
で
す
。
そ
の
上
、
計
画
停
電
や
余
震
が
絶
え
な
い
も
と
で
、

見
通
し
の
つ
か
な
い
被
災
生
活
に
市
民
の
不
安
が
広
が
っ
て
い
ま
す
。
党
市

議
団
は
連
日
全
力
で
皆
さ
ん
の
声
を
関
係
機
関
に
届
け
て
い
ま
す
。

※裏面に続く



り
災
証
明
書
・
被
災
証
明
願
は
、

損
害
保
険
会
社
へ
申
告
す
る
場
合

や
、
銀
行
か
ら
融
資
を
受
け
る
場

合
、
勤
務
先
へ
提
出
す
る
場
合
な

ど
、
必
要
に
応
じ
て
使
用
す
る
も

の
で
す
。
提
出
方
法
な
ど
、
詳
し

く
は
、
提
出
先
の
機
関
へ
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

り
災
証
明
書
と
は

地
震
に
よ
り
被
害
を
受
け
た
家

屋
の
被
害
の
程
度
を
証
明
す
る
も

の
で
す
。

◎
必
要
書
類
等
は

①
印
鑑
（
認
印
可
）

②
本
人
確
認
資
料
（
自
動
車
運

転
免
許
証
な
ど
）

※
後
日
現
地
調
査
を
行
い
、
建
物

の
被
害
を
判
定
し
、
り
災
証
明
書

を
発
行
し
ま
す
。
発
行
に
は
日
数

が
か
か
り
ま
す
。
申
し
込
み
は
電

話
で
も
大
丈
夫
で
す
。
市
の
職
員

が
調
査
の
た
め
訪
問
し
ま
す
。

被
災
証
明
願
と
は

地
震
災
害
を
受
け
た
事
実
や

今回のような災害を受けた場合、課税対象
額を減らすことができる、税金の所得控除が
受けられます。来年の確定申告が対象です。

「雑損所得控除」と「災害減免法による現
在との２つの方法があり、所得金額や損害金
額により、いずれか有利な方を選択すること
ができます。
◎雑損所得控除

損害を受けた金額と取り壊し・除去にかか
った費用から５万円を引いた金額を、所得か
ら控除できる制度です。金額が大きくその年

の所得で控除しきれない場合は３年を限度
に翌年に繰り越すことができます。
◎災害減免法による減税

所得が１千万円以下であること、災害によ
って受けた住宅等の損害金額（保険等での補
填を除く）がその家財等の１/２以上である
ことが要件です。

所得金額 減額割合
５００万円以下 全額免除
５００万～７５０万円 １/２を免除
７５０万～１０００万円 １/４を免除
◎市民税にも災害により損害を受けた場合
の減免措置があり、平成２３年度の税額が対
象です。

塀
・
門
扉
な
ど
の
付
帯
物
、
動
産

な
ど
の
被
害
を
証
明
す
る
も
の
で

す
。

◎
必
要
書
類
等
は

①
印
鑑
（
認
印
可
）

②
本
人
確
認
資
料
（
自
動
車
運

転
免
許
証
な
ど
）

③
被
災
物
件
の
記
録
写
真
（
被

災
物
件
の
証
明
の
場
合
）

④
修
繕
見
積
書
（
す
で
に
修
繕

を
開
始
し
て
い
る
場
合
）

⑤
委
任
状
（
本
人
ま
た
は
同
居

家
族
以
外
の
方
が
申
請
す
る
場

合
）

※
被
災
状
況
を
添
付
資
料
に
よ
り

判
定
し
、
被
災
証
明
を
発
行
し
ま

す
。

申
請
は

午
前
８
時
半
～
午
後
５
時
に
収
税

課
（
市
役
所
本
庁
舎
２
階
）
ま
で

※
当
分
土
・
日
・
祝
日
も
受
付
し

て
い
ま
す
。

地
震
発
生
か
ら
三
日
後
の
14
日
、

日
本
共
産
党
市
議
団
は
断
水
対
策

を
急
い
で
ほ
し
い
と
県
水
道
局
に

申
し
入
れ
し
ま
し
た
。

地
盤
の
悪
さ
と
液
状
化
と
い
う

浦
安
独
自
の
悪
条
件
で
、
漏
水
箇
所

の
確
定
が
困
難
で
あ
る
こ
と
、
ガ
ス

管
の
改
修
が
終
わ
ら
な
い
と
危
険

で
手
が
つ
け
ら
れ
な
い
こ
と
、
さ
ら

に
は
計
画
停
電
の
影
響
で
、
予
定
ど

お
り
進
め
ら
れ
な
い
状
況
が
明
ら

か
に
な
り
ま
し
た
。
妙
典
給
水
場
に

近
い
地
区
か
ら
水
圧
を
戻
し
て
い

く
と
の
こ
と
で
す
。


